
②直接契約交渉希望の場合 

＜空き家情報バンク登録の流れ＞ 
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※本市では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者の間で行う物件の賃貸

借・売買に関する交渉、契約等に関しての媒介行為は行っていません。また、所有者等と利用希望者の両

者間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については、責任を持って当事者間で解決をお願いします。 
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＜空き家情報バンク利用申込みの流れ＞ 
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